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斑鳩町公告第１１号 

 

 

入札公告 

 

 建設工事の請負について、下記のとおり事後審査型制限付一般競争入札を行いますの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告し

ます。 

 なお、この工事は、予定価格及び最低制限価格の事前公表を行う土木工事です。 

  

 令和７年５月２９日        

                   

             斑鳩町長 中 西 和 夫 

 

記 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）工事番号  公共第２号 

（２）工 事 名  斑鳩町公共下水道事業 第１５処理分区１９工区－４工事 

（３）工事場所  斑鳩町法隆寺北２丁目地内 

（４）工事種別  土木一式工事 

（５）工事概要  開削工 一式、人孔工 一式、取付管及び桝工 一式、 

付帯工 一式、安全費 一式 

（６）工事内容  施工延長：Ｌ＝３３２．１０ｍ 

         開削工：ＰＲＰφ２００ｍｍ Ｌ＝３３２．１０ｍ 

         その他設計図書参考 

（７）工  期  令和７年７月７日～令和８年２月２７日 

（８）入札保証金  斑鳩町契約規則第４条の規定による 

（９）契約保証金  斑鳩町契約規則第１９条の規定による 

（10）予定価格   ５７，７３６，８００円（税込み・注１） 

（11）最低制限価格 ４９，１９８，６００円（税込み・注１） 

 注１ 予定価格及び最低制限価格は、消費税及び地方消費税（計１０％）を

含みます。 

（12）その他   週休二日制の対象工事とする 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

本件工事の公告日において、令和６・７年度斑鳩町建設工事等競争入札参加資格取
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得（登録）者のうち、土木一式工事の参加資格を有する者であって、入札書及び工事

費内訳書（以下「入札書等」という。）の提出期限までに、次に掲げる条件をすべて

満たした者とします。 

（１） 資格要件 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による経

営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（審査基準日が有効期限内で、直

近の者。以下「経営事項審査」という。）に係る土木一式工事の総合評定値（Ｐ）

等の基準が次のいずれかを満たしていること。 

（ア） 経営事項審査に係る土木一式工事の総合評定値（Ｐ）が１０００点以上あるこ

と。 

（イ） 町内業者にあっては、本公告日時点において、斑鳩町建設工事請負業者資格審

査要領 第９に規定する土木一式工事の格付でＡ等級に格付されていること。 

ウ 建設業法第１５条の規定による土木工事業に係る特定建設業の許可を受けてい

ること。 

エ 奈良県内に本店、支店または営業所（建設業法第３条の規定によるものであっ

て、かつ、当該営業所が本町に対する競争入札参加資格を有するものに限る。）を

有していること。 

オ 本件工事の公告の日から開札の日までの期間に、斑鳩町建設工事等請負契約に

係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置（以下「入札参加停止」とい

う。）を受けていないこと。 

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始

の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事

件（以下「旧更生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和２

７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条の規定による更生手続開始

の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であること。た

だし、同法に基づく更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手

続開始の決定を含む。）を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかっ

た者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

キ 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第

２条による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定に

よる和議申立てをしていないこと。 

ク 平成１２年４月１日以降に民事再生法第２１条の再生手続開始の申立てをして

いない者または申立てをされていない者であること。ただし、同法に基づく再生

手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者につい

ては、再生手続開始の申立てをしなかった者または申立てをなされなかった者と

みなす。 
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（２）施工実績に関する要件 

 国または地方公共団体が発注した同種の工事を元請負者として施工した実績

を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０パ

ーセント以上の場合のものに限る。 

（３）配置予定技術者の要件 

 ア 次の条件をすべて満たす配置技術者又は現場代理人をこの工事に専任で配置で

きること。 

（ア）１級土木施工管理技士またはこれと同等以上の資格を有する者（注３）。 

 注３「同等以上の資格を有する者」とは、建設業法に規定する１級建設機械

施工技士、技術士法に規定する建設部門資格者、農業部門のうち農業土

木の選択科目の資格者、水産部門のうち水産土木の選択科目の資格者、

林業部門のうち森林土木の森林土木の選択科目の資格者をいう。 

（イ） 配置技術者及び現場代理人は、入札日以前に、入札者との３ヶ月以上の恒

常的雇用関係にある者（注４）。 

注４ 配置技術者と現場代理人は同一の者が兼ねることができる。ただし、

営業所の専任技術者と専任の配置技術者または現場代理人との兼任は建

設業法上専任義務違反となる。 

 イ 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の

工事を落札したことにより、配置予定の技術者を配置することができなくなったと

きは、入札に参加してはならず、入札書等を提出した者は直ちに入札を辞退するこ

と。   

 なお、本町における本件工事の入札では、同一開札日において、入札参加する全

ての入札書に、入札書の工事等と対応した業種ごとの「入札参加件数」と「落札可

能件数」を記載してください。業種ごとの落札候補となった件数が落札可能件数に

達した場合、その後の同一業種の入札については辞退届の提出をお願いします。こ

の場合、落札候補者となる工事は、それが確認された日時の早い工事を優先するこ

ととなり、選択することはできません。このことから、配置予定技術者の有する資

格、他の工事等の施工状況等を十分に考慮のうえ、業種ごとの「落札可能件数」を

記載するよう注意してください。 

   また、業種ごとの入札参加件数と落札可能件数を正確に記載しなかった者が、正

当な理由なく落札候補を辞退した場合は、入札参加停止や損害賠償金の請求等の措

置を講じることがあるので十分に注意してください。 

 ウ 契約期間中にあっては、提出した資料に記載した配置予定技術者の変更は原則と

して認めない。 

 

３ 入札参加申請 

  本件工事の入札に参加しようとする者は、次に示す期間内に入札書等を町長あてに
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提出してください。 

（１）設計図書・入札書等の配付 

  ア 配付期間  令和７年５月２９日（木）から 

         令和７年６月２５日（水）まで 

イ 配付方法  斑鳩町役場のホームページからダウンロードしてください。 

       （https://www.town.ikaruga.nara.jp） 

（２）入札書等の提出 

  ア 入札方法  郵便入札 

  イ 郵送方法  一般書留郵便及び簡易書留郵便による郵送 

ウ 提出期間  令和７年６月１８日（水）から 

        令和７年６月２５日（水）午後５時まで 

 エ 送付先   〒６３６－０１９８ 

奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西３丁目７番１２号 斑鳩町役場 

宛名：「斑鳩町長 親展」、行先：総務部 政策財政課 

  オ 提出部数  １部 

   

４ 設計図書等に対する質問の受付及び回答 

（１）受付の方法 

    質問は書面（FAX 可）または、Ｅメールにより提出してください。 

（様式は、斑鳩町役場のホームページからダウンロードしてください。） 

（２）提出期限等 

ア 提出期限  令和７年６月６日（金）午後５時まで 

  イ 提出場所  斑鳩町役場総務部政策財政課 

  ウ ＦＡＸ番号  ０７４５－７４－１０１１ 

エ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  zaisei@town.ikaruga.nara.jp 

（３）質問の回答 

質問があった場合は、斑鳩町役場のホームページで閲覧に供します。 

閲覧期間 令和７年６月１２日（木）から 

令和７年６月２５日（水）午後５時まで 

※ 指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。 

 

５ 入札(開札)の日時、場所等 

（１）開札日時  令和７年６月２６日（木） 午前９時４０分 

（２）開札場所  生駒郡斑鳩町法隆寺西３丁目７番１２号 

斑鳩町役場１階第２会議室 

（３）入札回数  １回 

（４）郵便入札の無効  斑鳩町郵便入札実施要領第１０条の規定に該当する場合 

https://www.town.ikaruga.nara.jp/


5 

 

（５）その他   その他の詳細は、斑鳩町郵便入札実施要領等を確認してください。 

なお、入札は総計金額で行います。落札候補者決定にあたっては、

入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する金額を加算し

た額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入

札書に記載してください。 

 

６ 落札候補者の決定 

（１） 落札候補者の決定方法は、斑鳩町事後審査型制限付一般競争入札実施基準第７ 

に従います。 

（２） 落札候補者は、落札候補者の決定後、事後審査型制限付一般競争入札参加資格 

確認資料（以下「確認資料」という。）の提出を指示された日の翌日から起算して

２日後の午後５時までに、次の書類を政策財政課に持参してください。 

ア 事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認申請書（様式１） 

イ 設計業務受託者との関連及び経営事項審査結果を示す書面（様式２） 

ウ 工事実績報告書（様式３） 

エ 配置予定技術者の資格・工事経歴報告書（様式４） 

オ モラルに対する決意を記載した書面（様式５） 

    

【様式２の添付書類】 

●特定建設業許可書の写し 

●経営事項審査の写し 

 

   【様式３の添付書類】 

    次のいずれかの書類 

●CORINS の竣工登録工事カルテ受領書の写し 

●請負契約書の写し 

●発注者の証明書 

 

   【様式４の添付書類】 

     ●技術者の資格を証する書面の写し 

     ●監理技術者資格者証の写し 

     ●監理技術者講習修了証の写し 

     ●３ヶ月以上の恒常的雇用関係を証明する書類 

※ 提出部数 １部 



6 

 

（３） 落札候補者が確認資料を提出期限内に提出しないときは、当該落札候補者のし

た入札は無効とする。 

 

７ 落札者の決定方法 

  落札者の決定は、原則として、確認資料が提出された日の翌日から起算して２日以

内に行い、落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合は、その者を落札者

と決定します。ただし、落札候補者が、入札参加資格を有していないと認めた場合は、

落札候補者に対して事後審査型制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書を発送

します。 

 

８ 入札の無効等 

（１） 公告に記載した競争入札に参加する者に必要な資格がない者がした入札、虚偽 

の申請を行った者がした入札は無効とします。 

（２）入札参加者が入札までに入札資格を満たさなくなったときは入札に参加できませ

ん。 

（３）入札において事故が起きたとき、または不正な行為があると認めたときは、入札

を中止又は延期する場合があります。 

（４）落札者が契約までに入札参加資格を満たさなくなった時は、契約の締結はできま

せん。 

 

９ 契約書の締結 

落札者は、本件工事の契約書を作成することとする。 

 

１０ 支払条件 

（１）斑鳩町契約規則第１７条第４項に定める工事請負契約書の規定による。 

 

１１ その他 

（１）設計図書、斑鳩町契約規則、斑鳩町事後審査型制限付一般競争入札実施基準、斑

鳩町郵便入札実施要領、斑鳩町建設工事最低制限価格制度実施要綱等を熟知のうえ

入札すること。 

（２）申請書等の作成に要する費用は提出者の負担とします。 

（３）提出された資料等は返還しません。 

（４）申請書等の提出期限日以降は、原則として差し替え及び再提出はできません。 

（５）申請書等に虚偽の記載をした者は、斑鳩町の入札参加停止基準により入札参加 

停止となります。また、その者が行った入札は無効とします。 

 

１２ 問い合わせ先 

   公告の内容  斑鳩町役場総務部政策財政課 

          電話番号：０７４５－７４－１００１（内線：２５４） 
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   工事の内容  斑鳩町役場都市建設部建設農林課 

          電話番号：０７４５－７４－１００１（内線：２１４） 


